
建設業の許可の取り消し処分の公告

この公告は、建設業法の規定に基づき掲載しているものですが、不法行為等に起因した監督処分としての許可の取り消しとは主旨が異なります。

公告日 処分年月日
処分を受けた者の
商号又は名称

主たる営業所の所在地 申請者の氏名 許可番号 処分の内容 処分の原因となった事実 掲載期間

1 令和8年1月29日
令和7年12月10

日

東洋不動産プロパ
ティマネジメント株式

会社
東京都港区愛宕１－３－４ 神田　登康 国土交通大臣（特-4）第22440号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（電気工事業に関する特定建設業許可）

令和7年12月10日付けで建設業法第12条の規定により
特定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

2 令和8年1月29日
令和7年12月12

日
峯岸工業株式会社

神奈川県横浜市都筑区荏田南５－１８
－３２

峯岸　政夫 国土交通大臣（般-3）第28151号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（大工工事業　左官工事業　石工事業　タイル・れんが・ブロ
ツク工事業　ガラス工事業　塗装工事業　防水工事業　内装
仕上工事業　熱絶縁工事業　建具工事業に関する一般建設

業許可）

令和7年12月12日付けで建設業法第12条の規定により
一般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

3 令和8年1月29日
令和7年12月12

日
アズビルトレーディン

グ株式会社
東京都港区芝３－２３－１ 佐藤　伸幸 国土交通大臣（般-2）第21577号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（管工事業に関する一般建設業許可）

令和7年12月12日付けで建設業法第12条の規定により
一般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

4 令和8年1月29日
令和7年12月26

日
成友興業株式会社 東京都あきる野市草花１１４１－１ 細沼　順人 国土交通大臣（特-5）第22651号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（造園工事業に関する特定建設業許可）

令和7年12月26日付けで建設業法第12条の規定により
特定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

5 令和8年1月29日 令和8年1月5日 住協建設株式会社 埼玉県狭山市狭山台４－２７－３８ 安永　久人 国土交通大臣（特-7）第16331号
建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（造園工事業に関する特定建設業許可）

令和8年1月5日付けで建設業法第12条の規定により特
定の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第

29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

6 令和8年1月29日 令和8年1月6日
三裕建設工業株式

会社
千葉県富里市七栄４８９－４９ 梶原　廣義 国土交通大臣（般-2）第16527号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（大工工事業　左官工事業　屋根工事業　タイル・れんが・ブ
ロツク工事業　板金工事業　ガラス工事業　塗装工事業　防
水工事業　内装仕上工事業　熱絶縁工事業　建具工事業に

関する一般建設業許可）

令和8年1月6日付けで建設業法第12条の規定により一
般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第

29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

7 令和8年1月29日 令和8年1月13日
マルサ工業株式会

社
栃木県宇都宮市砂田町４２４－２０ 峰下　久司 国土交通大臣（般・特-6）第25465号

建設業法第29条第１号に基づく許可の取り消し
（建築工事業　大工工事業　左官工事業　屋根工事業　タイ
ル・れんが・ブロツク工事業　板金工事業　ガラス工事業　防
水工事業　内装仕上工事業　熱絶縁工事業　建具工事業に

関する一般建設業許可）

令和8年1月13日付けで建設業法第12条の規定により
一般の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法

第29条第１項第５号に該当する。
令和13年3月31日まで

以上


